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2026年度研究助成募集要項「感染症媒介動物及び外来動物」

1.研究助成対象

「感染症媒介動物及び外来動物」

国内発生した感染症および発生の危険性のある感染症を媒介する動物（節足動

物に限る）に関する研究、並びに私たちの生活環境および生命を脅かす危険性

のある外来動物（節足動物に限る）に関する研究を対象として、研究助成を行

います。感染症媒介動物や外来動物に関する基礎研究から防除方法の開発ま

で、幅広い 分野の研究を対象とするとともに、その研究が学術的、社会的な貢

献が期待で切る課題の応募を期待します。

2.助成金額件数 助成金額　100万円／件　・　助成件数　7件程度

3.助成期間

原則として、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間とします。ただ

し、必要と思われる理由の申請を財団に行い、認められた場合には、さらに6

ヶ月間、助成研究の期間を延長することができます。

4.募集条件

1. 国内の大学または研究機関の研究者からの応募を受け付けます。

2. 研究助成申請にあたっては、応募者の所属機関の長の承諾を得ていること

を前提とします。

3. 同一の研究について、他の財団等の助成金を受けていないこと。また、本

年度の当財団の研究助成に複数または重複して応募することはできませ

ん。

4. 同一の研究テーマであっても、複数年に亘る継続研究を応募することもで

きるが、３年間を限度とします。

5. 助成金は、研究に直接関わる費用とし、応募者本人及び共同研究者の人件

費および所属する機関の間接経費や共通経費、あるいは一般管理費等は含

みません。

5.応募方法

1. 所定の申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入し、郵送また

は、メールに必要資料を添付の上、当財団に提出してください。

2. 申請書は、返却をいたしませんので、必要のものは複写するなどして、控

えをご準備ください。

6.選考方法

当財団の選考委員会において、研究内容を吟味の上、選考します。応募数が多

い場合は、研究助成申請の要旨により、１次選考を行います。１次選考を通過

した研究テーマは、研究助成申請書により、２次審査を行い、決定します。

7.応募期間 2025年8月１日から2025年12月31日まで（当日消印有効）

8.選考期日 2026年１月までに、当財団選考委員会に諮り、選考します。

9.内定通知 2026年２月初旬に、助成対象者に内定通知します。
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10.助成金交付 内定通知後2〜3ヶ月で、採択研究者に研究助成金を交付します。

11.知的財産権

及びノウハウに

関する権利

本研究の成果物たる特許権その他の知的財産権及びノウハウに関する権利は、

公益のために活用するものとし、その帰属及び出願等の費用負担は助成対象者

と財団が協議するものとする。

12.報告の義務

1. 研究終了後、３ヶ月以内に、「研究実施概要報告書」を作成し、当財団ま

で提出してください。

2. 研究助成金に関連して使用を証する領収書、受領書等の関連書類を、内容

が分かるように整理し、助成研究テーマ並びに研究者名を記した領収書綴

りとしてまとめ、当財団まで提出してください。

3. 助成金の採用内定を受けた後、研究計画等に重要な変更をしようとする場

合には、文書にて、当財団まで報告をしてください。

4. 当財団の定める年次事業報告等に、提出された報告書に関する事項・内容

などを掲載しますので、あらかじめ、ご了承ください。

5. 当財団が主催するなどのシンポジウム等で、研究成果の発表を依頼するこ

とがあります。

13.情報の開示

(成果の開示)

1. 当財団の定める年次事業報告等に、提出された報告書に関する事項・内容

などを掲載(公開)しますので、あらかじめ、ご了承ください。

2. 当財団が主催するなどのシンポジウム等で、研究成果の発表を依頼するこ

とがあります。

3. 当財団が必要と思われる刊行物に、研究成果の掲載を依頼することがあり

ます。また、要約等を、研究者の同意の下で、掲載させていたくことがあ

ります。

14.個人情報の

取り扱い

1. 研究者の個人情報は、研究成果の利用目的の範囲内で、かつ業務遂行上必

要な範囲内で、利用することがあります。

2. 法令等の定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報

を第三者に提供することはいたしません。

15.問い合わせ

及び申請書提出

先

〒７３１－０１３８

広島県広島市安佐南区祇園１－１２－１３

大下産業株式会社内　一般財団法人　大下財団 吉島事務局長　宛

電話　０８２－８７１－１１１１（代）

ＦＡＸ０８２－８７５－５５５５（代）

（担当者ｅメール>>ｉｎfｏ＠ｏｓｉｍｏ.ｏr.ｊｐ） ※メールにて送付される

場合は必ず件名に「2026年度研究助成申請」と入力してください。
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